
詳しくは2・3面へ

　児童養護施設や里親の家庭で育った若者は、基本的には18歳で自
立することが求められますが、生活の不安定さや社会的な孤立といっ
た課題に直面する場合があります。区は、都児童相談所と連携し、こう
した若者の不安を解消し、自立を支援するプロジェクトを開始します。
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問合せ 子ども家庭支援センター☎3993-1051 FAX 3993-8215

【掲載内容について】　講座などは、原則、区内在住・在勤（在学）の方が対象で、発行日（施設が休館の場合
はその翌日）以降に申し込めます。　※申し込みは１人１通です。　※区役所へ郵送する場合は、郵便番号
（〒176-8501）と部署名のみで届きます。　※☎︎や FAX は市外局番「03」を省略しています。

区報は、朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に折り込んでいます。
駅・金融機関・郵便局・公衆浴場・薬局・ファミリーマート・セブン-イレブン・西友・
ライフ・サミット・ヤマダデンキ・コジマ・ルネサンスや区立施設にも置いています。

毎月1日・11日・21日発行

発行/練馬区　編集/広聴広報課 　
〒176-8501 豊玉北6-12-1　
☎03-3993-1111（代表） 03-3993-1194
https：//www.city.nerima.tokyo.jp/

5/21
第2080号

令和7年
（2025年）

日（予定）6月2日㈪～24日㈫　※会
議の日程や傍聴については、区HPを
ご覧いただくか、お問い
合わせください。問議会
事務局☎5984-4732

第二回区議会定例会
を開催

記事のタイトルをクリックすると、当該記事のホームページに遷移します。※ページがない場合は、遷移しません。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/kaigi/index.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/sodan/kodomokateicenter/habataku.html



